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〈論説〉

勾留決定・審査手続の対審化と国際人権法

一橋大学葛野尋之

1 問題設定

身体の自由は 最も基本的な人権のひとつであ

る。また，すべての人は，適正な手続を経て有罪

とされるまで 無罪と推定される（自由権規約 14

条2項，憲法 31条）。無罪推定の法理はF 立証責

任や証明基準に関する証拠法のルールにとどまら

ず，刑事手続における被疑者・被告人の地位を包

括的に示すものであり，全手続過程において保障

されるべきものである。これらのことからすれば，

被疑者・被告人について，未決拘禁は，最終手段

として最大限回避されなければならない。未決拘

禁の要件は厳格に定められ，厳密に解釈・運用さ

れなければならずF 拘禁要件がある場合でも，保

釈その他の代替措置が積極的に活用されるべきで

ある。身体不拘束の原則である。自由権規約 9条

3項も， 「裁判に付される者を抑留することが原

則であってはならJないと明記している（1）。

しかし，勾留の運用において，身体不拘束の原

則がどれほど実現しているかについては，疑問も

強い。むしろ，勾留理由， とりわけ罪証隠滅の危

険が具体的根拠に基づく現実的危険としてではな

く，一般的・抽象的な「おそれ」として認められ

易いなど，厳格さに欠ける運用が広がっていると

いわれる。裁判官・裁判所のコントロールは，有

効に機能していないと批判される。実際，検察官

の勾留請求に対する却下率は， 2008年， 1.09 

パーセントであった（地裁 1.98パーセント，簡裁

0.43ノミ一セント）。保釈率についても， 1970年代

前期には 60パーセント近かったものが，最近は

15パーセン ト程度にまで下落している。最近，

裁判員裁判や公判前整理手続の開始の影響もあっ

てか，勾留審査の厳格化や保釈の拡大という傾向

が指摘されているが，なお限定的・断片的なもの

でしかない（2）。

厳格さに欠けるとされる勾留の運用は？その決

定・審査手続のあり方と強く関連している。すな

わち〆勾留決定のための勾留質問（刑訴法61条）

について，裁判官のあいだには，弁護人の立会は

， 

原則不要であるとの理解が強く 立会が認められ

ることは希有である。勾留の理由・必要について，

被疑者が検察官提出の資料（刑訴規則 148条）の

内容と異なる陳述をした場合でも 勾留決定の迅

速性が強調されるなか それ以上事実の取調べ

（刑訴法43条3項）がなされることは稀である。

捜査の秘密を理由にして，勾留要件を基礎づける

証拠が，被疑者・弁護人に事前開示されることも

ない。また，勾留決定の取消を求める準抗告（同

429条1項），勾留理由の開示請求（憲法34条，刑

訴法82条1項），勾留の取消請求（刑訴法87条） 1 

保釈の請求（問 88条1項）は裁判官・裁判所が

勾留決定の適法性を審査し あるいは勾留要件を

再確認することによって 拘禁から被疑者・被告

人を解放する機会となりうる。しかしこれらに

ついても，被疑者・弁護人の関与は十分認められ

ておらず，実効的な防御の機会が保障されていな

いと指摘されてきた。

このような勾留の決定・審査手続は，国際人権

法の視点からは どのように評価されるのか。身

体の自由と無罪推定が重視されるなか，はたして

許容されるのか。本稿は，勾留の決定・審査手続

に関する欧州人権裁判所（以下，人権裁判所）の

判例を整理することを通じて それに関する国際

人権法の手続保障を明らかにする。

以下示すように，人権裁判所の判例によれば，

裁判所の勾留審査においては，被拘禁者が勾留の

適法性を効果的に争うことができるよう，審査手

続への立会を含む弁護人の実質的援助のもと，武

器平等を確保した対審的手続による口頭審理が保

障されなければならず，その前提として，拘禁要

件を基礎づける重要証拠の開示が要請されている。

逮捕後，被疑者が裁判官の面前に引致され，裁判

官により拘禁の継続が決定される場合，このよう

な手続保障は その初回出頭時の審問においても

要求される。日本法においても，自由権規約9条

3項・ 4項のもと，勾留の審査手続のみならずp

勾留決定のための勾留質問には， このような手続

保障が備えられなければならない。

． 
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2 逮捕後引致時の審問における手続
保障

未決拘禁について，欧州人権条約（以下，人権

条約） 5条3項は 「この条の 1(c）に規定に基づ

いて逮捕又は抑留された者は，裁判官又は司法権

を行使することが法律によって認められている他

の官憲の面前に速やかに連れて行かれるものとし，

妥当な期間内に裁判を受ける権利又は裁判までの

釈放される権利を有する。釈放に当たっては，裁

判所への出頭が保障されることを条件とすること

ができるJと定めている。また，同条 4項は，

「逮捕又は拘留によって自由を奪われた者は3 裁

判所がその抑留が合法的であるかどうかを迅速に

決定するように及び その抑留が合法的でない場

合には，その釈放を命ずるように，手続をとる権

利を有する」としている。自由権規約は， 9条 3

項・ 4項において これらとほぼ同文の規定を置

いている。

人権条約5条 3項は すでに明らかにしたよう

に，未決拘禁の司法的コントロールを求めるもの

であり，それはF 身体拘束の正当性についての速

やかな直接口頭審理と「捜査と拘禁の分離Jとを

含意している（3）。逮捕後の引致が裁判官の面前に

なされるとき，それは，裁判所への被告人の初回

出頭（firstappearance）ということになる。またF

第一文後段においては，文言上，妥当な期間内に

裁判を受ける権利と裁判までのあいだ釈放される

権利とが，選択的に保障されているようにみえる

が，身体の自由の尊重という趣旨からは， これら

両者がともに保障されなければならないというの

が，人権裁判所の確立した判例である但）。かくし

て，逮捕後引致時の審問において，裁判官その他

の官憲は，必要であれば保釈の許可をする権限を

有していなければならない。

人権条約 5条 3項による条件付釈放に関する初

回判断は， どの時点で行われるべきか。逮捕後引

致時の審問にさいして，勾留決定と同時になされ

るべきか。マッケイ対英国事件においては，

2001年 1月6日午後 10時，被疑者がテロ関連犯

罪の嫌疑により逮捕され，翌日午前 12時 37分

告発された後，翌8日午前 10時，マジストレイ

ト裁判所に引致された。この初回出頭時，弁護人

は保釈の請求をしたが，裁判所は勾留を決定した。

2000年テロリズム法のもと マジストレイトが

勾留決定時に保釈審査を行うととは，特別に禁止

されていた。保釈請求から約 24時間後， 1月9

日，被疑者はF 高等裁判所の保釈許可により釈放

された。このような事案について，人権裁判所は，

保釈許否に関する初回判断が，初回出頭時，勾留

決定と同時に行われることが，人権条約 5条 3項

による条件的釈放を受ける権利を実効的なものと

して確保するうえで「強く望ましい」ものの，そ

の判断が「正当な迅速さ（dueexpedition) j を

もって行われるかぎり，逮捕後「速やかにJ，す

なわち逮捕後被疑者が裁判官その他の官憲の面前

に引致されy 勾留決定がなされるときに行われな

くとも，人権条約の同規定に違反するとはいえな

いと判示した（5）。

それでは，逮捕後引致時の審問においては， ど

のような手続保障が求められているのか。人権条

約 5条 3項による審問手続はp 拘禁の実体的要件

について判断するものでなければならない。「裁

判官又は司法権を行使することが法律によって認

められている他の官憲」（以下，裁判官その他の官

憲）の役割は？「拘禁の正当性を基礎づける事情

とともに，それを否定する事情をも検討したうえ

でp 法定の基準に従って，拘禁を正当化する理由

があるのか，それともそのような理由が認められ

ない場合に釈放を命じるべきか判断すること」に

あるのである（6）。このとき 被告人（人権条約上

すでに正式告発 〔charge〕されている者という意味

において被告人という）を釈放することなく，そ

の拘禁を継続するためにはp 人権条約5条 l項（c)

のいう「合理的嫌疑Jが認められなければならな

い。加えて，個別具体的事件において，拘禁を正

当化する公益上の必要とともに，身体の自由の尊

重，無罪推定の法理に適切に配慮、したうえで，法

定の拘禁要件が認められるのか，慎重に判断すべ

きとされている（7）。

勾留要件を基礎づ、ける事実について，その立証

責任は国側が負う。立証責任を被拘禁者の側に転

換することは許されない。立証責任の転換は，拘

禁が人身の自由の例外的な剥奪であって，人権条

約 5条 1項において明確に限定列挙された場合に

限って正当化されるという原則に反することにな

るからである（8）。勾留の決定手続においては，ま

ず国側が，被告人を釈放することなし拘禁を継

続すべきであるとする主張とそれの基礎となる証

拠を，裁判官その他の官憲に対して提示しなけれ

ばならず，裁判官その他の官憲は，それに対して

釈放を求める被告人側の主張・立証をあわせ検討

したうえで，勾留要件の有無を判断すべきとされ

る（幼。

逮捕後，被告人の引致を受けた裁判官その他の

官憲は，被告人を直接，口頭により審問しなけれ
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ばならないω。人権条約5条2項により，被疑者

は，逮捕後，「速やかに自己の理解する言語で，

逮捕の理由及び自己に対する被疑事実を告げられ

るJ権利を保障されている。この告知は，勾留を

正当化するために国側が援用する犯罪の嫌疑と勾

留要件について理解する機会となりえy そうなる

ことによって 被疑者の実効的防御の前提とな

る（ll）。また，拘禁が決定された場合，裁判官その

他の官憲は 決定理由を示さなければならない。

このことは，被拘禁者が，同条4項により，拘禁

の適法性を争って司法審査を請求するための前提

となる02)0

他方F 人権裁判所の判例において，人権条約 5

条3項によっては弁護人の立会を認めるべきと

はされていなし、。これについては 防御の実効化

という観点から 被告人は審問手続において弁

護人の立会・援助を受ける権利を保障されるべき

とする批判もある。シーサ一対スイス事件におい

て，人権裁判所が弁護人の立会を不要とする根拠

としてあげたのは 「チューリッヒ郡においてと

られている実務との整合性」ということでしかな

かったがQ3），これによって弁護人の排除が正当化

されるとは到底し、いがたいとされるのである（ゆ。

人権条約5条4項のもとでは 「司法的性格

(judicial character）」を有する対審的手続が要求さ

れるのに対して 同条3項による審問は，被疑者

を逮捕後，自動的に行われるべきものであり，そ

の手続保障は，同条 4項によるものに比べ，厳格

さに欠けるものである紛。もっとも 同条3項に

よる審問手続においても それが裁判官によって

行われるときは，同条4項が重畳適用され，同規

定による手続保障が要求される場合がある。これ

については後述する。

3 勾留審査に関する手続保障

人権条約5条4項は あらゆる形態の違法拘禁

からの解放を目的とする英米法の人身保護令状

(habeas corpus）請求手続に由来するものであり F

これにより，身体拘束の開始にあたり同条 1項各

号の要件が満たされており 適法性が認められた

場合でも，拘禁を継続することの適法性について，

あらためて司法審査がなされうることになる。そ

れゆえ，この規定による司法審査は，同条3項に

よる保釈審査とは別に保障されなければならな

い06）。司法審査の結果，実体と手続の両面からみ

て身体の自由の継続的剥奪について適法性が認め

られないときは，釈放が命じられることになる。

人権条約 5条4項による司法審査については，

同条3項による審問手続に比べ 一段と厳格な手

続保障が要求されている。同条4項のもと，被拘

禁者は「裁判所Jへのアクセスを保障されるもの

の，たしかに，人権条約6条 1項による「公正な

裁判」の保障がすべて適用されるというわけでは

ない的。しかし，審査機関は「司法的性格Jを有

しており，行政機関からも，関係当事者からも独

立した，公平な判断機関でなければならない。

「司法的性格」を有する機関の審査である以上，

釈放判断には法的強制力が認められなければなら

ないω。司法審査は，被拘禁者の権利として，そ

の請求による審査が保障されるべきであり，国な

いし拘禁当局の職権発動によるだけであってはな

らないω。また，被拘禁者は，拘禁の適法性を争

うために必要な時間的余裕と便益を提供されなけ

ればならず，審査の請求後3 裁判所の判断は「迅

速にJ行われなければならないω。身体の自由の

保障と無罪推定の法理のもと，拘禁の適法性につ

いては，国側が立証責任を負うとされるω。
圏内法による通常裁判所が審査機関であったと

しても，それにより直ちに，人権条約 5条4項の

要請する手続保障が満たされるわけではない。こ

の規定のもと 公開審理は要求されていないもの

のω，裁判所による審査手続は，「問題となって

いる類の身体の自由の剥奪に関する審査を行うに

相応しい手続保障を備えた司法手続Jでなければ

ならないω。同条 1項（c）による犯罪の合理的嫌疑

に基づく逮捕・拘禁の場合 この司法審査におい

てどのような手続保障が要求されるかについて詳

しく判示したのが，ガルシア・アルバ対ドイツ事

件の人権裁判所判決ωである。

この事件において，人権救済の申立人は，薬物

不法所持・販売の嫌疑に基づき ベルリン・

ティーアガルテン区裁判所の勾留裁判官によって

審問を受け，勾留状（arrestwarrant）を発付され

た。申立人は，勾留審問のさい，嫌疑を基礎づけ

る根拠がなにであるかを含め 勾留状の内容を口

頭により告知された。翌日，申立人の弁護人は，

検察官に勾留要件を基礎づける証拠の開示を請求

したところ，検察官は，一部供述証拠のみ開示し

たものの，進行中の捜査の妨げになるとの理由か

ら，他の証拠の開示を拒否した。約 1月後，弁護

人は，再度証拠開示の請求をしたうえで，区裁判

所に対してp 勾留審査を請求した。その後，検察

官は，勾留審査のために証拠を綴ったファイルを

区裁判所に送付し，弁護人に対しては，先と同じ

証拠を開示し 他の証拠については再度開示を拒
． 
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否した。申立から 23日後，裁判所は，申立人，

弁護人，検察官の立会のもと，口頭審理を行った

結果，申立人の勾留を継続するよう決定した。裁

判所は，検察官の送付した証拠に基づき，組織的

麻薬密売について重大な嫌疑が認められるとした。

裁判所がそのように認定するうえでとくに重視し

た関係者の供述調書は 弁護人に開示されていな

かった。その後 ベルリン地方裁判所は，申立人

の不服申立を棄却し，ベルリン高等裁判所も，申

立人の再度の不服申立を棄却した。申立人は，連

邦憲法裁判所に対して，違憲審査を申し立てた。

弁護人の再度の請求に対して，検察官は一部供述

証拠をさらに開示したものの，結局，全面開示は

なされなかった。連邦憲法裁判所は 違憲審査の

申立を受理しなかった。申立人はその後有罪とさ

れ， 4年の拘禁刑を言い渡された。この判決は確

定した。申立人は人権条約 5条4項の権利の侵害

を主張して，人権裁判所に救済申立を行った。人

権裁判所は以下のように判示した。

「拘禁に対する不服申立を審査する裁判所は，

司法手続としての手続保障を提供しなければなら

ない。手続は対審的なものでなければならず，両

当事者，すなわち検察官と被拘禁者とのあいだの

『武器平等』を 常に確保するものでなければな

らない。弁護人がその依頼者の拘禁の適法性を効

果的に争うために必要不可欠とされる捜査ファイ

ルのなかの証拠資料にアクセスすることを否定さ

れたならば，武器平等は確保されえない。また，

人権条約5条 1項（c）に基づく拘禁の場合には，口

頭審理が必要とされる。…・・・このような要請は，

もともとは，人権条約 6条のなかに包含される対

審的裁判を受ける権利から導き出されるものであ

る。すなわち それは刑事事件においては，検

察官と弁護人の双方が，相手方当事者によって提

示された主張と提出された証拠の内容を了矢口した

うえで，それに対して意見を述べる機会を与えら

れなければならないことを意味する。人権裁判所

の先例によれば 人権条約 6条の文言，とりわけ

『刑事告発（c1・iminalcharge）』に対して付与され

た独自の意味からして， この規定は公判前の手続

にもある程度適用されることになる。・…・・それゆ

え，身体の自由の剥奪が関係する人の基本的人権

に対して決定的影響を与えることにかんがみれば，

人権条約5条 4項により行われる手続は，進行中

の捜査の状況からみて最大限に，公正な裁判

(fair trial）の基本的要請にも応えるものであるこ

とを原則とする。各国法は さまざまな方法によ

りこの要求を満たすことが可能であるが，いかな

る方法を選択した場合でも，それは，相手方当事

者が一方当事者の主張・立証を了知し，それに対

して意見を述べる現実的機会を有するよう確保す

るものでなければならない鈎J。人権裁判所は，

このように判示したうえで拘禁の適法性を効果

的に争うためにアクセスが必要とされる，勾留要

件を基礎づける重要証拠が開示されなかった点に

おいて，申立人は人権条約5条4項の権利を侵害

されたことを認めた。

勾留の審査手続における証拠開示に関する重要

な先例として ラミー対ベルギ一事件の人権裁判

所判決がある。この事件において 申立人と弁護

人は，身体拘束から当初 30臼問，証拠へのアク

セスを認められなかった。人権裁判所は，拘禁を

効果的に争うことができなかったとの主張を認め，

次のように述べた。勾留要件を基礎づけている重

要な「証拠資料へのアクセスは，裁判所が申立人

を勾留するか 釈放するかを決定するという手続

の決定的な重要局面において 申立人にとって必

要不可欠であった。そのようなアクセスが可能で

あったならば， ラミー氏の弁護人は， とりわけ，

共同被告人の供述や態度について 裁判所に問題

を提起することができたであろう。・・・…人権裁判

所の見解によれば，勾留状（arrestwarr<l:nt）の適

法性を効果的に争うためには，問題となっている

証拠資料の内容を検討することが必要不可欠で

あった。…・・・検察官は証拠資料すべてに通じてい

たにもかかわらず， この手続においては，申立人

は，勾留（remandin custody）を正当化するため

に援用された理由を適切に争う機会を与えられな

かった。そのような手続は，武器平等を確保する

ものでない。それゆえ 真の意味において対審的

手続とはいえない餓」。

勾留審査における手続保障として最も重要なの

は，拘禁の適法性を争うにあたり弁護人の助言を

受け，審査手続においてその立会・援助を受ける

権利である。人権条約5条において，弁護人の援

助を受ける権利は明記されていないものの，人権

裁判所の判例により 被拘禁者が拘禁の適法性を

効果的に争ううえで必要不可欠であるとして，こ

のような弁護人の援助が認められているのである。

このことは，審査手続が対審的な司法手続である

以上？当然の要請であるとされている。さらに，

弁護人の援助の保障を実質化するために，被拘禁

者と弁護人との秘密のコミュニケーションが保障

され，また，一定の場合には，法律扶助などによ

る無料の援助が保障されなければならないとされ

ている的。

． 
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このように，人権裁判所の判例上，裁判所の勾

留審査においては，被拘禁者が拘禁の適法性を効

果的に争うことができるよう，審査手続への立会

を含む弁護人の実質的援助のもと 武器平等を確

保した対審的手続による口頭審理が保障されなけ

ればならずF その前提として，拘禁要件を基礎づ

ける重要証拠の開示が要請されている。

4 初回出頭時の裁判官審問と人権条約

5条 4J真

人権条約 5条3項による勾留決定と同条4項に

よる勾留審査については いずれも裁判官その他

の官憲または裁判所による直接の口頭審理が要求

されるとはいえ 必要とされる手続保障において

差異が存在する。しかしF 同条 3項による審問手

続に対しても，同条4項が重畳的に適用され，そ

れによるより厳格な手続保障が必要とされる場合

がある。

同条3項において 逮捕後被疑者が速やかに

引致されるべきとされるのは，「裁判官又は司法

権を行使することが法律によって認められている

他の官憲の面前」である。しかし，各国法の規定

に基づき，実際には，被疑者は裁判官の面前に引

致されることが多い。その場合，被告人を継続し

て拘禁するか それとも釈放するかの判断が裁判

官によりなされることから 初回出頭時の裁判官

の審問手続が 同条4項により要求される拘禁審

査の機能を同時に担いうることが認められている。

それは，人権裁判所の判例において承認されてい

る「編入原則（incorporationrule）」による。すな

わち，同条4項により裁判所の審査が要求される

のは，行政権による身体の自由の剥奪は司法的コ

ントロールに服さなければならないことのゆえで

あって，同条 3項による審問手続が，初回出頭時

に裁判官によって行われるならば そのことに

よって，司法的コントロールの要求はすでに満た

されているとするのである。しかしその場合，

同条 3項による裁判官の審問が 同条4項による

裁判所の拘禁審査としても機能することから，こ

れら二つの規定が重畳適用され 同条3項の手続

保障のみならず 同条 4項によるいっそう厳格な

手続保障が求められることになるω。
たとえば， イングランドーウエールズ（以下f

イギリス）においては， 1976年保釈法により，告

発後の被告人について保釈を受ける権利が明記さ

れ，これにより保釈許可が推定されることから，

身体の自由の尊重のもと 被告人が保釈を請求し

なくとも，裁判所が適宜職権により保釈の許否を

判断しなければならないとされた。かくして，反

テロ法による特別な例外はあるものの，逮捕後，

正式告発を経て 被告人がマジストレイト裁判所

に引致されたときに，マジストレイトにより？勾

留決定とあわせて 保釈の許否が判断されること

となったω。この初回出頭時の勾留決定と保釈審

査には，人権条約 5条3項と同条4項が重畳適用

され， これら両規定の要求する手続保障が備えら

れるべきとされているω。
もっとも，初回出頭時の審聞が裁判官によって

行われ，同条 4項の求める勾留審査の機能を兼備

する場合でもF ただそれによって，勾留審査のた

めの手続保障に関する同規定の要求がすべて満た

されるというわけではない。デ・ヤンほか対オラ

ンダ事件において 人権裁判所は人権条約5条

3項により裁判官その他の官憲の面前に被疑者を

引致することは 「たしかに 同条4項の要求を

一部満たすものとなりうる。そのような手続が，

身体の自由の剥奪を命じ 確証する『裁判所』の

判断に至るような場合などには 同条4項の要請

する適法性についての司法的コントロールが，こ

の最初の判断のなかに組み込まれるのである。

…・・しかしながらF この規定により確保されるべ

き手続保障はp 同条 3項によって要求されるもの

とは異なっており より厳格な手続保障である」

と述べているω。かくして 身体の自由の尊重と

無罪推定の法理の趣旨から，また，勾留開始後の

事情の変化に適切に対応しうるよう 被拘禁者の

請求により，裁判所による勾留審査の機会が，勾

留決定後においても保障されなければならない。

さらに，人権条約のもと，勾留期間の厳格な限定

が要請されることから 短期間ごとの定期的審査

が要求されるというのであるω。

5 日本法改革の方向

自由権規約 9条3項，同条4項は，それぞれ，

人権条約 5条3項 同条4項とほぼ向文規定して

いる。人権条約が 自由権規約の解釈にあたり重

要な指針とされるべきことからすれば， 自由権規

約においても，人権条約のもとでの手続保障が同

じく要求されるというべきであろう。

それゆえ， 日本法においても， 自由権規約9条

4項によって，勾留審査にあたり，被拘禁者が勾

留の適法性を効果的に争うことができるよう，弁

護人の立会を含むその実質的援助のもと，重要証

拠の事前開示がなされたうえで 武器平等を確保



8 く葛野尋之〉
Human 
Rights 

International 
No. 27 

した対審的手続による裁判所の直接口頭審理が保

障されなければならない(33)0 勾留決定の取消を求

める準抗告が，被勾留者が「裁判所がその抑留が

合法的であるかどうかを遅滞なく決定すること及

びその抑留が合法的でない場合にはその釈放を命

ずることができるように 裁判所において手続を

とる権利」を行使する機会であることに疑いはな

い。準抗告審の審査手続においては，このような

手続保障が要求される。また，勾留理由開示はF

被拘禁者の要求により，拘禁の「正当な理由Jが

「直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法

廷で示され」るべきとする憲法 34条の権利を具

体化する手続であって 自由権規約9条4項に定

められた拘禁の適法性を争うための手続というべ

きであるω。それゆえ，現行実務のように，刑訴

法所定の勾留理由について 一般的・抽象的にそ

の存在を告知するだけでは足りず，先のような手

続保障が要求される。

さらに，勾留の理由・必要の不存在を理由とす

る取消請求L 裁判所に対して，勾留の継続の適

法性を判断するよう求める機会であるから2 自由

権規約 9条4項の権利を具体化するものである。

また， 自由権規約9条3項後段の権利からすれば，

勾留要件が認められたとしても，権利保釈の事由

（刑訴法89・91条）があり または裁量保釈を許

可すべき事由（同90条）があるにもかかわらず

保釈を許可せず拘禁を継続することは適法とは

いえないから，被拘禁者による保釈請求も，自由

権規約9条4項の権利を行使する機会というべき

である。それゆえp これらの請求に基づく裁判所

の審査手続においても，先のような手続保障が要

求されるω。
勾留質問の手続保障はどうか。これまで日本に

おいてはF 勾留質問は，自由権規約9条 4項の権

利を具体化するものとは理解されてこなかったと

いってよい。しかし勾留質問は 同条3項によ

る 「裁判官」の面前への引致の機会であり，この

初回出頭のさいに 逮捕の適法性とあわせて，継

続的拘禁としての勾留の理由・必要について，裁

判官の判断がなされる。その結果，被疑者は，勾

留決定により拘禁を継続されるか，検察官の勾留

請求が却下され 釈放されることになる。裁判官

による勾留質問がp このような機能を有すること

からすれば，それは，同条 3項による審問手続で

あると同時に，拘禁継続の適法性を裁判官が判断

する機会であるから 人権裁判所の判例法理によ

れば，同条4項による拘禁審査の手続としての機

能を併有しているというべきである。それゆえ，

この規定による手続保障が，先の勾留審査の場合

と同様，勾留質問においても保障されなければな

らない。弁護人の立会さえ認めない現行実務は，

至急，改革されるべきである。

またF 自由権規約 9条3項の文言からしても，

保釈を受ける権利は逮捕後被疑者が裁判官の

面前に引致されたとき，すなわち勾留質問のとき

から保障されるべきである。また，自由権規約か

らも，刑訴法からもp 権利として保釈が認められ

ていることからすれば保釈を許可すべき事由が

ある場合，それにもかかわらず，被疑者を実際に

拘禁し，その身体の自由を剥奪しておくべきでは

ないから，保釈審査は，勾留質問により勾留が決

定されるとき それと同時になされるべきであろ

う。たしかに 人権裁判所の判例によっても，逮

捕後の初回出頭にさいし 保釈の許否が判断され

るべきことは 被拘禁者の権利として認められて

いなし、。しかし 初回出頭のさいに勾留決定と保

釈審査を同時に行うというのが 自由権規約にお

ける身体の自由の尊重と無罪推定の趣旨によりよ

く適うところである O むしろ マッケイ対英国事

件の人権裁判所判決がいうように 権利確保のた

めに「強く望ましい」というべきであろう。勾留

質問時に保釈審査があわせて行われるべきとき，

自由権規約9条 4項による手続保障が要求される

ことは，いっそう明確になる。

ところで，勾留質問への弁護人の立会を拒否す

るときも，その理由としてあげられるのは，捜査

の秘密を確保し 進行中の捜査を妨害しないこと

である。たしかに，このことは それ自体として

正当な目的であろう。しかし，この目的によって，

重要証拠の事前開示 さらには弁護人の立会・援

助までもが 直ちに否定されるというべきではな

い倒。ガルシア・アルパ対ドイツ事件において

人権裁判所は，捜査の妨げになるから，証拠開示

を許可できないとする検察官の主張に対してp

「当裁判所は 犯罪捜査が効果的に実施されるべ

き必要があることを認めている。そのことは，捜

査中に収集された情報の一部はF 被疑者が罪証を

隠滅し，司法の作用を損なうことのないよう，秘

密にしておかなければならないことを含意しうる

かもしれない。しかしこのような目的がたとえ

正当なものであっても 防御権を実質的に犠牲に

してまでーそれを追求することは許されない。そ

れゆえ，拘禁の適法性を評価するために必要不可

欠な情報は，適切な方法により，被疑者の弁護人

に対して開示されなければならない（初」と応えて

いた。身体の自由を剥奪する拘禁を正当化する根
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拠として用いる証拠であれば，それについては，

捜査の秘密の保持札勾留質問や勾留審査におい

て要求される手続保障と両立しうる限りにおいて，

認められるというべきであり 捜査の妨げを理由

として，この手続保障を削減することは許されな

いのである。
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